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0
2
3
年
1
〜
9
月
の
出
生

数
は
、厚
生
労
働
省
の
速
報
に

よ
る
と
前
年
同
期
比
5
・
0
％
減
の

56
万
9
6
5
6
人
で
、年
間
出
生
数
は

70
万
人
台
前
半
と
推
定
さ
れ
る
。毎
年

約
2
7
0
万
人
近
く
生
ま
れ
て
い
た「
第

1
次
ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム
世
代
」は
25
年
に

全
て
後
期
高
齢
者
と
な
る
が
、そ
の
3

割
弱
の
出
生
数
に
落
ち
込
む
減
少
ぶ

り
で
あ
る
。年
金
や
医
療
を
担
う
現
役

世
代
の
縮
小
が
続
け
ば
、国
民
皆
保
険

体
制
を
基
軸
と
す
る
社
会
保
障
制
度

の
持
続
性
が
揺
ら
ぎ
か
ね
な
い
深
刻

な
人
口
動
態
で
あ
る
。

　

ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
な
ど
に
よ
る
物
価

上
昇
が
続
い
て
お
り
、23
年
10
月
の
総

合
指
数
は
20
年
を
1
0
0
と
す
る
と

1
0
7
・
1
で
、前
年
同
月
比
は
3
・
3

％
の
上
昇
、前
月
比
で
は
0
・
7
％
の
上

昇
と
な
っ
て
い
る
。ま
た
、新
型
コ
ロ
ナ

感
染
症
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
で
実
質
賃
金

が
目
減
り
し
た
中
、23
年
度
に
は
企
業

の
85
％
が
賃
上
げ
を
実
施
し
た
が
、こ

れ
は
16
年
度
以
降
の
8
年
間
で
は
最
多

と
な
っ
た
。賃
上
げ
の
実
施
状
況
は
産

業
や
企
業
規
模
別
に
大
き
な
差
異
が
見

ら
れ
、多
く
の
国
民
に
と
っ
て
ゆ
と
り

の
あ
る
生
活
実
感
か
ら
は
な
お
遠
い
。

　

他
方
、3
年
余
り
に
及
ぶ
新
型
コ
ロ

ナ
感
染
症
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
は
、公
平

で
効
率
的
と
国
際
的
に
も
高
い
評
価

を
受
け
て
き
た
わ
が
国
の
医
療
体
制

の
ひ
ず
み
や
課
題
を
露
呈
さ
せ
た
。医

療
費
も
高
止
ま
り
し
、自
然
増
に
よ
り

医
療
費
に
係
る
国
民
負
担
は
限
界
に

あ
っ
て
、医
療
保
険
制
度
の
持
続
可
能

性
に
懸
念
が
高
ま
っ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
深
刻
な
情
勢
の
下
で
、24

年
度
の
医
療
保
険
・
介
護
保
険
・
障
害

者
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
報
酬
支
払
に
係

る
基
準
が
同
時
に
改
定
さ
れ
る
。健
保

連
は
じ
め
診
療
報
酬
の
支
払
側
関
係

団
体（
費
用
負
担
者
側
）は
11
月
27
日
、

厚
生
労
働
大
臣
に
共
同
し
て
要
請
を

行
い
、24
年
度
診
療
報
酬
改
定
に
お
い

て
は
、賃
金
・
物
価
の
動
向
を
考
慮
し

つ
つ
も
、患
者
の
受
診
時
負
担
増
や
保

険
料
の
上
昇
に
直
結
す
る
安
易
な
診

療
報
酬
の
引
き
上
げ
を
行
わ
な
い
よ
う
、

強
く
申
し
入
れ
た
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
の
パ
ン
デ
ミ
ッ

ク
の
下
で
多
額
の
国
庫
支
出
が
行
わ

れ
医
療
機
関
の
経
営
安
定
に
寄
与
し

た
が
、こ
れ
ら
の
要
因
分
析
等
に
よ
り

診
療
所
と
病
院
の
経
営
状
況
の
違
い

を
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
。ま
た
、医

療
機
関
の
開
設
者
と
勤
務
医
、看
護
師

や
そ
の
他
の
医
療
従
事
者
の
職
種
別

給
与
水
準
の
格
差
な
ど
を
総
合
的
に

勘
案
し
、優
れ
た
人
材
の
確
保
と
定
着

に
向
け
、財
源
配
分
を
見
直
し
て
処
遇

改
善
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、24
年
4
月
か
ら
の「
働
き

方
改
革
」を
踏
ま
え
、救
急
も
含
め
24

時
間
対
応
可
能
な
地
域
医
療
体
制
の

確
保
、多
様
な
医
療
人
材
の
連
携
を
促

進
す
る
た
め
に
も
、ま
ず
は
診
療
報
酬

と
補
助
金
・
交
付
金
の
役
割
分
担
に
つ

い
て
効
果
検
証
を
行
い
、そ
の
結
果
を

踏
ま
え
て
大
胆
に
見
直
す
べ
き
で
あ
る
。

　

ま
た
、薬
価
・
材
料
価
格
改
定
に
つ

い
て
は
、革
新
的
新
薬
等
の
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
へ
十
分
に
配
慮
す
る
と
と
も
に
、

良
質
な
後
発
医
薬
品
の
安
定
供
給
に

資
す
る
制
度
改
革
を
実
施
す
る
必
要

が
あ
る
。市
場
実
勢
価
格
の
低
下
に
伴

う
薬
価
の
引
き
下
げ
分
に
つ
い
て
、診

療
報
酬
本
体
部
分
の
財
源
と
す
る
こ

と
は
制
度
の
本
旨
か
ら
見
て
も
不
適

切
で
あ
り
、ま
ず
は
国
民
に
還
元
す
べ

き
も
の
で
あ
る
。

2

次期診療報酬改定に臨む

197

視 

点


